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事 務 処 理 フ ロ ー 図
事務名 宅地造成等規制法／宅地造成に関する工事の変更許可 作成部署 東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課・第二課

電話 （開発指導第一課）042(548)2040
（開発指導第二課）042(364)2387

《事務処理フロー図》 《事務処理フロー図の説明》

標準処理期間 計 ２０日 項番 項 目 説 明
多摩建築指導事務所

(許可権者） 申 請 者 関係行政機関等 提出申請書及び添付書類
１ 形式審査 の形式審査 －

関係権利者の基本的合意規 制 法 許 可 計画変更の構想
公共施設管理者事前相談指導

現地調査を行い、現況を
事 前 指 導 開発計画立案 事前指導 ２ 現地調査 確認します。 ２日

(指導)

現 地 実 査 (●現地調査) 公共施設管理者・関係行
３ 関係機関等 政機関との調整 １０日

との調整
許可要・不要判断

技術基準・事務基準に基
４ 実質審査 づく審査 ３日

関係行政機関調整 (●関係機関等との調整)

処分案の作成
技 術 的 指 導 ５ 処分案作成 ２日

●形式審査
申 請 書 受 付 許 可 申 請 起案から決定浄書・交付

６ 決定手続 ３日
●実質審査

技術・事務基準審査 ●現地調査
●関係機関等との調整

●処分案作成
許 可 工事着手届(送付)

●決定手続

受付 工 事

公共施設管理者検査
工事完了検査申請書受付 工事完了届

完 了 検 査

検済証交付 計 ２０日公共施設用地等必要な手続




